
大学は，大規模な地震の発生が予想され，大規模地震対策特別措置法に基づ
き地震防災対策強化地域判定会（＊）の招集が確認された場合には，授業を休
講とし，次の措置をとります。
１．在宅中および通学途中の者は，登校を中止してください。
２．在学中の者は，大学からの連絡及び指示に従ってください。
３．警戒宣言解除後の授業の再開については，以下のとおりとします。
⑴ 警戒宣言が午前５時までに解除された場合は，平常どおり授業を行いま
す。
⑵ 警戒宣言が午前９時までに解除された場合は，午前中の授業を休講と
し，午後からの授業を行います。
⑶ 警戒宣言が午前９時までに解除されない場合は，当日の授業を全日休講
とします。なお，全日休講の場合は，大学の諸業務（窓口業務を含む）を
行いません。

＊地震防災対策強化地域判定会
大規模地震対策特別措置法第３条１項に規定する地震防災対策強化地域に係
る大規模な地震の発生のおそれに関する判定を行うために，気象庁長官の要請
によって招集される判定会をいう。

緊急時の連絡は，立教大学緊急時情報サイト，RIKKYO PORTALトップペ
ージ，立教大学Webサイト，掲示等で確認してください。

https://sites.google.com/rikkyo.ac.jp/emergency

https://portal.rikkyo.ac.jp

https://www.rikkyo.ac.jp

立教大学緊急時情報サイト

RIKKYO PORTALトップページ

立教大学Webサイト

１　大規模地震の警戒宣言が発令された場合の措置

建物は大きな地震にも耐えられる構造となっています。震災が発生した場合
は次の事項に注意し，安全を確認したうえで冷静に避難してください。
１．地震が起きたら，すぐに外へ飛び出すことは危険です。慌てず指示がある
まで教室内で待機するとともに，頭上からの落下物等に対して，頭を守る等
の対応をしてください。
・机の下などに身を伏せ，しばらく様子を見てください。
・固定していない机の下に身を隠す場合は，机の足をしっかり握ってくださ
い。
・頭上からの落下物（蛍光灯・窓ガラスなど）に注意し，上着やその他のも
ので頭をおおってください。
２．火災により被害は倍増します。初期消火にできるだけ協力してください。

３．避難の際は，ブロック塀の倒壊や商店の看板落下などに特に注意してくだ
さい。
４．本学院の小・中・高校生も同時に避難することになりますので，避難・救
出に協力し，安全地帯を速やかに確認してください。
５．交通機関の不通により，帰宅できないときは，本学の避難場所において，
状況が判明するまで待機してください。
６．本学の避難場所は建物内および構内空地（瓦やガラスなどの落下物に注
意）です。
７．学内の非常放送により連絡することもありますので注意してください。
８．教職員や消防士などの指示に従ってください。

２　地震発生時の心得

台風の接近等により，授業を平常通り行うことができないと判断した場合
は，休講などの特別措置をとることがあります。特別措置の内容については，
立教大学緊急時情報サイト，RIKKYO PORTALトップページ，掲示等で確認
してください。

https://sites.google.com/rikkyo.ac.jp/emergency

https://portal.rikkyo.ac.jp/

＊　試験期間についてもこの措置をとることがあります。
＊　大学の窓口業務，諸施設の利用については，各主管部局のRIKKYO 
PORTALページまたは掲示等でお知らせします。

立教大学緊急時情報サイト

RIKKYO PORTALトップページ

３　台風の接近等が予想される場合の措置

授業中のキャンパスが警戒対象となった場合，身の安全確保を第一に行動し
てください。なお，大学からは避難行動等の混乱による事故防止を主目的とし
て，直ちに一斉放送を行います。
なお，放送時間は，池袋キャンパス・新座キャンパス共に，①授業期間中の
月～土及び祝日授業日は８：30～22：00，②休日及び休業期間中は８：30
～19：00とします。

《参考》
内閣官房国民保護ポータルサイト　http://www.kokuminhogo.go.jp/

４　授業中にＪアラートが作動した場合（弾道ミサイル発射時）の対応
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